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株式会社オーリスによる条件付き一般競争入札公告 

 

 次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

第１６７条の６の規定を準用し、公告する。 

 

 令和５年１０月３０日 

                         株式会社 オーリス   

代表取締役 髙 橋 浩 人 

 

１ 入札に付する事項 

（１）工 事 名：オーリス太陽光発電設備第 1期工事 

（２）工 事 場 所：大潟村北１丁目８ 

（３）工 期：契約締結日から令和６年３月１９日まで 

（４）工   種：電気工事 

（５）工 事 概 要：ホテルサンルーラル大潟、ポルダー潟の湯、ふれあい健康館に供給する太陽

光発電設備の設置工事（オフサイト PPA・自家消費型） 

（６）予 定 価 格：２２６，７１０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(７) 最低制限価格：最低制限価格制度を適用する。 

（８）契約締結時期：諸条件が整い次第、契約を締結する  

（９）入札の方法：本工事における入札参加資格確認申請書及び入札書等の提出方法は、３及び

７に示すとおりである。 

 

２ 入札参加資格 

  入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者により構成される特

定建設工事共同企業体、又は（３）に掲げる条件を全て満たす特定建設工事共同企業体以外の

有資格者（以下「単体」という。）であること。ただし、一の企業は単体又は特定建設工事共

同企業体の何れかで参加するものとし、混在しての参加は認めない。 

（１）共同企業体に関する事項 

   ア 共同企業体の結成は、（２）に定める共同企業体の構成員の資格を満たす者２社（代 

   表者・構成員）による自主結成とし、必ず電気工事業者を含むこととする。 

   イ 各構成員の出資比率は、３０パーセント以上とする。ただし、共同企業体の代表者の 

   出資比率は構成員の中で最大であるものとする。 

（２）共同企業体の構成員に関する事項 

  ①代表者に必要な要件 

   ア 大潟村建設業者等級格付名簿の電気工事・土木工事・建築工事のいずれかＡ級又は、

秋田県建設業者等級格付名簿の電気工事・一般土木工事・建築一式工事のいずれかＡ級に

登載 

されていること。 

イ 建設業法第３条に基づく主たる営業所を、秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、 

山本郡三種町に有すること。 

   ウ １級電気工事施工管理技士、１級土木施工管理技士、１級建築施工管理技士、１級 

建築士のいずれかの資格を有する者を、監理技術者として本工事に専任で配置できる 

こと 

②代表者以外の構成員要件 

 ア 大潟村建設業者等級格付名簿の電気工事・土木工事・建築工事のいずれかＡ級又は、

秋田県建設業者等級格付名簿の電気工事・一般土木工事・建築一式工事のいずれかＡ級に

登載 
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されていること。 

イ 建設業法第３条に基づく主たる営業所を、秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、 

山本郡三種町に有すること。 

   ウ ２級電気工事施工管理技士、２級土木施工管理技士、２級建築施工管理技士、２級 

建築士以上のいずれかの資格を有する者を、主任技術者として本工事に専任で配置 

できること 

（３）単体に関する事項 

〇単体に必要な条件 

ア 大潟村建設業者等級格付名簿の電気工事Ａ級、かつ土木工事・建築工事の 

どちらか、又は、秋田県建設業者等級格付名簿の電気工事Ａ級、かつ一般土木工事・建

築一式工事のどちらか 

に登載されていること。 

イ 建設業法第３条に基づく主たる営業所を、秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、 

山本郡三種町に有すること。 

   ウ １級電気工事施工管理技士の資格を有する者を、監理技術者として本工事に専任で 

配置できること 

 （４）単体又は共同企業体の構成員に必要な要件 

   ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

   イ 建設業法による営業停止期間中でないこと。 

   ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事 

   再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされてい 

   る者（手続き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

   エ 入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、「大潟村建設工 

   事入札参加資格者指名停止基準」に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

   オ 次に示す同種工事の施工実績を有すること。（共同企業体で申請の場合は代表者のみ） 

     ・官公庁等発注の太陽光発電設備設置工事を元請として完成させた実績（ただし、 

共同企業体での実績は、出資比率２０％以上とする。） 

   カ 本件に関しての他の共同企業体の構成員となっていないこと。 

   キ 秋田県税、市町村税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険 

   料に滞納がない者（適用除外事業所を除く。）であること。 

 

３ 入札参加資格確認申請書等の提出等 

（１） 入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料

（以下「入札参加資格確認申請書等」という。）を次により提出しなければならない。 

  ①共同企業体としての提出書類等 

   ア 特定建設工事共同企業体入札参加資格申請書（ＪＶ様式第１号） 

   イ 特定建設工事共同企業体協定書（ＪＶ様式第２号）の写し 

   ウ 同種工事の施工実績（様式第２号）及びその添付書類（共同企業体で申請の場合は、

代表者のみ提出し、工事契約書の写し及び工事概要が客観的に判る書類を添付するこ

と。） 

   エ 配置予定技術者の資格・工事経歴等（様式第３号）及びその添付書類（共同企業体の 

    構成員ごとに作成し、それぞれ資格者証の写しを添付。） 

   オ 誓約書（様式第５号） 

   カ 代表者及び構成員の直近の総合評定値通知書の写し 

  ②単体としての提出書類等 

   ア 競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

   イ 建設業許可通知書の写し 
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   ウ 直近の総合評定値通知書の写し 

   エ 同種工事の施工実績（様式第２号）及びその添付書類 

   オ 配置予定技術者の資格・工事経歴等（様式第３号）及びその添付書類 

   カ 誓約書（様式第５号） 

  ③ 提出場所 

   ア 株式会社オーリス事務所に、１部持参又は郵送（書留郵便に限る。期限必着。）する

こと 

   イ 住所：秋田県南秋田郡大潟村字中央１－１ 大潟村役場第３会議室 

  ④ 提出期間 

    令和５年１０月３０日（月）公告開示時点から令和５年１１月２日（木）午後３時まで 

  ⑤ 用紙の配布 

    株式会社オーリスのホームページに掲載する。 

（２）入札参加資格確認申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者が決定さ

れるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札

辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 

 

４ 設計図書等の閲覧 

本工事に係る仕様書、図面、金額を記載しない内訳書及び入札心得（以下「設計図書等」と

いう。）の閲覧は、次により行う。 

（１）閲覧場所 株式会社オーリスのホームページ 

（２）閲覧期間 令和５年１０月３０日（月）公告開示時点から令和５年１１月１０日（金） 

まで（入札心得を除く） 

 

５ 設計図書等に対する質問及び回答 

（１）設計図書等に対する質問は、令和５年１１月６日（月）正午までに電子メール又は書面に

より行わなければならない。 

（２）上記質問に対する回答は、令和５年１１月８日（水）までに行う。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

   免除する。 

（２）契約保証金 

   免除する。 

  

７ 入札書等の提出等 

（１）入札（開札）場所 

   大潟村役場 ２階 第１会議室  

（２）入札（開札）日時 

  ① 令和５年１１月１３日（月）午後２時００分 

  ② 開札予定時間までに入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならな

い。 

（３）入札書に記載する金額 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。 
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（４）見積内訳明細書の提出 

   見積内訳明細書（様式第４号）を入札書の提出に合わせて提出すること。 

なお、提出方法については入札書の提出方法に準ずるものとする。 

（５）その他 

  ① 入札執行回数は、１回とする。 

  ② 開札の結果、入札参加者が１者であった場合であっても、入札を執行するものとする。 

 

８ 落札者の決定方法 

（１）予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。

この場合において、入札価格が最も低い者が２者以上であるときは、大潟村建設工事等競争

入札事務の取扱い第２５に定めるくじの方法に準拠し順位を決定し、落札候補者とする。 

（２）（１）の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された

場合であって次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。 

  ① 落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある

と認められるとき 

  ② 落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって

著しく不適当であると認められるとき 

（３）（２）によっては落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者

のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者（該当する者が２者以上である場合は（１）

後段の方法により最上位者を決定する。ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者

である場合は当該くじの次順位者とする。）を落札候補者とし、（２）の確認等を行うもの

とする。 

（４）落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。 

（５）契約担当者は、（２）において入札参加資格を有しないことと決定したときは、資格なし

と決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を当該落札候補者に通知するものとす

る。 

 

９ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１）入札参加資格がないことが確認された者のした入札 

（２）開札日から落札決定の日までの間において、２に掲げる要件を満たさないこととなったこ

とが確認された者のした入札 

（３）同一の入札について２以上の入札をした者の入札 

（４）同一の入札について２人以上の入札者の代理人となった者の入札 

（５）談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札 

（６）入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した

入札 

（７）委任状を持参しない代理人のした入札 

（８）記名押印を欠く入札 

（９）開札に立ち会わなかったもののした入札 

（10）上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札および提出された内

訳書において、要求された仕様、規格、容量等を満たしていないと当社が判断する場合。 

 

10 配置予定技術者について 

（１）落札者は、入札参加資格確認申請書等に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に専任

で配置しなければならない。 
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（２）入札参加者は、他の工事の入札において落札したことにより入札参加資格確認申請書等に

記載した配置予定技術者を本工事に配置することができなくなった場合は、その旨を速やか

に契約担当者に報告しなければならない。 

（３）本工事に技術者を配置することができなくなった入札参加者がすでに落札決定されている

ときは、当該入札参加者の入札は無効とみなすものとする。 

 

11 その他 

（１）入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。 

（２）入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を

求めることがある。 

（３）工期は、事情により変更することがある。 

（４）入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得を遵守しなければならない。 

（５）落札決定から契約締結までの間において、落札者が２に掲げる要件を満たさないこととな

った場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。 

（６）本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、大潟村財務規則及

び大潟村条件付き一般競争入札実施要綱の定めるところに準ずる。 

 

12 入札及び工事に関する問い合わせ先 

会社名：株式会社オーリス 

住所：秋田県南秋田郡大潟村字中央１番地１ 

電話番号（入札に関するご質問）：０１８５-４７-７５７５（総務担当役員） 

メールアドレス：murayama_kimio@o-res.co.jp  

 


